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《道路運送車両法関係手数料令の改正概要》 

検査関係の手数料の内訳   

 ① 国に納めるもの【自動車検査登録印紙】 

          一律 ４００円（保安基準適合証による申請は、現行どおり１，１００円） 

 

② 検査法人に納めるもの【自動車審査証紙（仮称）】  

      継 続  検  査  普通車 １,４００円   小型車 １,３００円 

      新  規  検  査  普通車 １,７００円   小型車 １,６００円 

            予  備  検  査  普通車 １,７００円   小型車 １,６００円 

      構造等変更検査  普通車 １,７００円   小型車 １,６００円 

 

 

納付先 
使用する   

印紙等 
注   意 

自動車検査証の 

交付に係る手数料 
国 

自動車検査 

登録印紙 

国への手数料を       

審査証紙（仮称）で納めることはできません。

基準適合性審査に係る 

手数料 

検査 

法人 

自動車審査証

紙（仮称） 

検査法人への手数料を     

検査登録印紙で納めることはできません。   

 

 

◇それぞれの手数料を、各印紙等により納めていただきます。必要な金額分を適正な印紙等で納

めてください。 

 

◇国においては、１,４００円、１,５００円の自動車検査登録印紙の換金、少額印紙への交換は

いたしませんので、継続検査等のために１,４００円や１,５００円の自動車検査登録印紙をお

持ちの方は、お早めに使用していただけますようお願いいたします。 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２０年 1 月 1 日より検査手数料が変更になります 
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「道路運送車両法関係手数料の一部を改正する政令」について 

背 景 

見直しの概要 

施行期日は平成２０年１月１日 

（平成１９年１０月１７日） 


